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緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合における 

議論の状況について 

 

令和 2年 7月 15日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．経緯 

令和元年度第７５回原子力規制委員会（令和２年３月３０日）において了承さ

れた緊急時活動レベル（以下「EAL」という。）の見直しの今後の進め方を踏まえ、

特定重大事故等対処施設（以下「特重施設」という。）の運用開始を見据えた EAL

の見直しの検討を進めている。 

これまでに開催された２回の「緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る

会合」において、以下の３ステップのうち、ステップ１、２まで検討が進められ

ていることから、その状況について報告する。 

ステップ１ 事故進展の整理 

ステップ２ 事故時の対応手順の整理 

ステップ３ EAL判断基準の検討 

 

２.検討状況 

（１）ステップ１ 事故進展の整理 

①審査会合等で用いられた情報を元に、特重施設及び多様性拡張設備を考慮

した場合の事故進展、プラントの状態及び全面緊急事態として判断すべき

事象について、全体を俯瞰し整理した。（別紙１参照） 

②当面の検討では、全面緊急事態として判断すべき事象の考え方は従来通り

「炉心の損傷の兆候の検知又は炉心の損傷の検知」とすることを確認した。 

③また、緊急事態区分に該当する状況であるか否かを原子力事業者が判断す

るための基準（以下「EAL 判断基準」という。）を策定する際の前提となっ

ている、速い事故進展を想定することとするが、中長期的には、非常に遅い

事故進展を想定した場合の EAL 判断基準や防護措置の検討も進める必要が

あることを共有した。 

 

 

 

 

 

 

資料５ 
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（２）ステップ２ 事故時の対応手順の整理 

①関西電力、九州電力及び四国電力が事故時の対応手順等の検討結果（別紙２

参照）を示し、その内容について議論を実施した。 

②設備状態で判断する EAL 判断基準への特重施設又は多様性拡張設備（以下

「特重施設等」という。）の考慮について、共通認識に至ったもの、方向性

が一致したものは以下の通り。（詳細は別紙３参照） 

●共通認識に至ったもの 

【特重施設等を考慮する EAL判断基準】 

EAL25電源供給機能の異常（交流電源喪失） 

EAL41原子炉格納容器機能の異常 

EAL43原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用 

EAL52事業所内通信設備又は外部への通信設備 

【特重施設等を考慮しない EAL判断基準】 

EAL21原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい） 

EAL27電源供給機能の異常（直流電源喪失） 

EAL42障壁の喪失 

EAL51原子炉制御室等に関する異常 

●方向性が一致したもの＜継続検討＞（③④⑤で詳細） 

EAL24原子炉冷却機能の異常（給水機能の喪失） 

EAL29停止中の原子炉に関する異常 

③継続検討となった EAL24及び 29について事業者の意見は以下の通り。 

a.特重施設による代替の炉心注水機能により数時間程度炉心冷却が可能で

あり、炉心損傷を回避できないまでも遅延させることができることから、

この機能が維持されている間は全面緊急事態の判断をしないこととして

はどうか。 

b.状況次第では、特重施設による代替炉心注水中に設計基準設備、重大事故

等対処設備又は多様性拡張設備を復旧できる可能性があり、復旧すれば

炉心の損傷が回避できる。 

c.一方で、設計基準設備、重大事故等対処設備及び多様性拡張設備が使用で

きず特重施設のみが残っている状況において、これら設備の復旧の可能

性を判断することは非常に難しい。 

④事業者の意見に対し伴委員および原子力規制庁から以下のコメントをした。 

a.防護措置の観点から EAL 判断基準を数時間程度遅らせることはあまり意

味がない。設計基準設備等の復旧が見込めない場合は、いたずらに避難を

遅らせることになる。 

b.特重施設が機能している数時間程度で、プラントの状態が大きく改善す
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る蓋然性をどのように評価するのか。 

c.現在の EAL 判断基準は対象設備が使用不能になったという事実で判断す

ることとしており、予測的な EAL 判断基準（特重施設の残り使用可能時

間、設計基準設備等の復旧作業完了時間など）は新しい考え方となり検討

が必要である。 

⑤これらの議論を踏まえ、EAL24 及び 29 については、以下のような考え方で

次回会合の議論に臨むこととしたい。 

a.設計基準設備、重大事故等対処設備及び多様性拡張設備が使用できず特

重施設のみが残っている状況において、特重施設による代替炉心注水中

にこれらの設備の復旧の可能性を判断することは非常に難しく、また、こ

れらの設備が復旧できない場合は数時間程度の遅延があるものの炉心の

損傷に至ることが明らかである。したがって、特重施設による代替の炉心

注水機能は EAL判断基準に加えない。 

 

３．今後のスケジュール 

（１）次回会合を令和 2年 8月に実施し、以下について検討する予定である。 

①EAL判断基準（EAL24及び 29）の検討 

②ステップ３ EAL判断基準の検討 

a.ステップ１及び２を踏まえ、事故進展に応じたプラントの状態から、警

戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態の具体的な EAL 判断基準

を検討 

③中長期課題の整理 

a.防護措置を検討するための基本的な事故進展シナリオ、非常に遅い事故

進展シナリオ、フィルタベント装置を使用した場合の線量評価、EAL判

断基準及び防護措置の妥当性検証などの課題や、ステップ１及び２で

抽出された課題について整理 

（２）会合での検討結果を踏まえ、特重施設等を考慮した原子力災害対策指針等

の改正案を原子力規制委員会に諮るとともに、中長期的課題の検討状況を

報告する。 

以上  
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【参考】ＥＡＬ判断基準一覧（引用：九州電力株式会社川内原子力発電所原子力事業者防災業務計画） 
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特重施設等を踏まえた EALの見直し検討 

令和２年５月２５日 

原 子 力 規 制 庁 

緊 急 事 案 対 策 室 

 

１．本日の会合での検討事項 

【検討１】事故進展について整理 

ａ．特定重大事故等対処施設等を考慮した場合の事故進展を整理し、事故進展に応じた

プラントの状態（審査会合で用いられている放射性物質の放出量など）を整理 

ｂ．上記プラントの状態から全面緊急事態（GE）として判断すべき事象について整理 

○特重施設により新規制基準で要求されている設備が整う。今回の特重施設等を考慮し

た EALの見直し検討により新規制基準に対応した EAL判断基準の基本形が定まること

を踏まえ、特重施設等に限らず全体を俯瞰して整理した。 

【ａ．について】（別紙を参照） 

○プラント状態と時間：AED（大破断 LOCA時に、高圧及び低圧注入機能並びに格納容器ス

プレイ注入機能が機能喪失する事故）の場合 

①全ての設備が動作しない場合 

炉心損傷の GE判断     19～22分程度 

2Pd（原子炉格納容器最高使用圧力の 2倍）  9.5～21時間程度 

②重大事故等対処設備（以下「SA設備」という。）が作動 

炉心損傷の GE判断     19～22分程度 

2Pd      到達しない 

③特重施設（代替炉心注水、代替格納容器スプレイ、フィルタベント）が作動 

炉心損傷の GE判断     ①、②より遅れる 

2Pd      到達しない※ 

※約 1Pd(40時間以上)～2Pd(50時間以上)の間に管理放出 

○環境への影響 

炉心損傷  （参考：旧仮想事故）   約 11mSv(川内 30日間積算) 

（参考：安全性向上評価）  約 43mSv(川内 7日間積算) 

【ｂ．について】 

○GE判断の考え方（現在） 

設備状態で判断する EAL GE：炉心の損傷の兆候の検知、炉心の損傷の検知 

放射線量で判断する EAL GE：敷地境界付近で 5μSv/h(2地点または 1地点 10分継続) 

検討事項 

ａ．「事故進展について整理」を踏まえた現行の EALの課題について 

別紙１ 

第 5回緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合(令和 2年 05月 25日) 資料２ より抜粋 
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ｂ．特重施設等を考慮した EALの見直しにおける前提条件について 

２．次回以降の会合での検討事項の整理 

【検討２】事故時の対応手順の整理 

ａ．現行 EALで考慮している①設計基準設備、②重大事故等対処設備に加え、③特定重

大事故等対処施設、④多様性拡張設備を用いた事故収束に向けた対応手順や戦略を

整理 

○各事業者において、設備状態で判断する EAL（現行の EALも含む）について、事象発

生から大量放出に至るまでに用いる設備や手順について以下の観点で整理する。（別

紙 補足資料２を参照） 

・設備     整備している DB設備、SA設備、特重施設等の整理 

・手順     上記の設備のうち、炉心損傷を防止するために使用する設備、格納

容器破損を防止するために使用する設備について手順を整理 

・時間     評価がある部分について整理 

・外部への影響 評価がある部分について整理 

 

次回以降の会合で検討 

○各事業者で、設備状態で判断する EALについて事故時の対応手順の整理 

○現行の EAL判断基準や特重施設等を考慮した判断についての意見 

 

 

【検討３】EAL判断基準の検討 

ａ．検討１及び検討２を踏まえ、事故進展に応じたプラントの状態から、警戒事態

（AL）、施設敷地緊急事態（SE）及び GEの判断基準を検討 

○各事業者において、【検討１】の前提条件、【検討２】の設備及び手順を踏まえ、設備

状態で判断する EAL（現行の EALも含む）について、具体的な判断基準を検討する。 

○原子力規制庁緊急事案対策室において、各発電所で設備が異なることを踏まえた EAL

の記載について、原子力災害対策指針、関連規則類及び原子力事業者防災業務計画の

体系を整理する。 

 

次回以降の会合で検討 

○各事業者で、各発電所の設備を考慮し、具体的な判断基準を検討 

○原子力規制庁緊急事案対策室において、原子力災害対策指針等の体系について検討 
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ステップ２ 事故時の対応手順等の検討結果 

 

令和 2 年 7 月 15 日 

原 子 力 規 制 庁 

緊 急 事 案 対 策 室 

 

第６回緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合(令和２年６月２９日)での議論

に基づき、原子力規制庁緊急事案対策室において、設備状態で判断する EAL判断基準への特

重施設又は多様性拡張設備（以下「特重施設等」という。）の考慮について、共通認識に至

ったもの、方向性が一致したものを整理した。 

 

●共通認識に至ったもの 

【特重施設等を考慮する EAL判断基準】 

EAL25電源供給機能の異常（交流電源喪失） 

AL※：非常用交流高圧母線への供給電源数を EAL判断基準としている。特重施設

の電源設備は重大事故等への対応に必要な容量を満たしていることから、

非常用交流高圧母線への供給電源の一つとして整理することとし、EAL 判

断基準に追加する。 

なお、多様性拡張設備の電源設備は即応性を有していないことから、EAL判

断基準に追加しない。 

SE※,GE※：非常用交流高圧母線からの電気の供給が停止した時点からの経過時間に基

づく EAL判断基準となっていることから追加の必要は無い。 

※ AL:警戒事態、SE:施設敷地緊急事態、GE:全面緊急事態の EAL判断基準（以下同じ） 

EAL41原子炉格納容器機能の異常 

SE：原子炉格納容器の減圧に必要なスプレイ機能を有するポンプ数を EAL判断

基準としている。特重施設及び多様性拡張設備のポンプは重大事故等への

対応に必要な容量・揚程及び即応性を満たしていることから、スプレイ機

能を有するポンプの一つとして整理することとし、EAL 判断基準に追加す

る。（九州電力、四国電力） 

なお、関西電力は原子炉格納容器の圧力または温度のパラメータを踏まえ

た EAL判断基準となっていることから追加の必要は無い。 

GE：原子炉格納容器の圧力または温度のパラメータを踏まえた EAL判断基準と

なっていることから追加の必要は無い。 

EAL43原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用 

SE：炉心の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用した場

合を EAL判断基準としている。加圧水型原子炉における原子炉格納容器圧

別紙３ 
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力逃がし装置であるフィルタベント装置は、炉心の損傷後の原子炉格納容

器の損傷を防止することを目的としており、EAL判断基準に該当しない。 

一方、原子炉格納容器の圧力が規定値に達した場合は、炉心の損傷前であ

ってもフィルタベント装置を使用することが考えられることから、EAL 判

断基準に追加する。 

EAL52事業所内通信設備又は外部への通信設備 

AL,SE：所内外へ連絡可能な通信設備数を EAL判断基準としている。特重施設の通

信設備は所内外へ連絡可能であることから、所内外へ連絡可能な通信設備

の一つとして整理することとし、EAL判断基準に追加する。 

ただし、特重施設の要員と通信設備が限られていることを鑑み、事業者が

具体的な EAL判断基準を策定する際に、必要な通信機能が確保され適切な

連絡が行えることを個別に確認する。 

なお、多様性拡張設備の通信設備は既に EAL判断基準に含まれている。 

 

【特重施設等を考慮しない EAL判断基準】 

EAL21原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい） 

SE,GE：大規模な原子炉冷却材喪失事故（以下「LOCA」という。）時に、炉心の損傷

を防止するために必要な炉心注水機能を有するポンプ数を EAL判断基準と

している。特重施設及び多様性拡張設備による炉心注水は、大規模な LOCA

時に炉心の損傷を防止できる性能がないことから、EAL 判断基準に追加し

ない。 

なお、中小規模の LOCA 時は特重施設または多様性拡張設備により一定時

間炉心注水が可能であり、炉心の損傷を一時的に遅延することができるが、

LOCA 事象発生時に運転員等が直ちに LOCA の規模を判断することが困難で

あることから、大規模な LOCAと同様の扱いとする。 

EAL27電源供給機能の異常（直流電源喪失） 

SE：非常用直流母線への供給電源数を EAL判断基準としている。特重施設及び

多様性拡張設備は非常用直流母線へ供給可能な直流電源を有していない

ことから、EAL判断基準に追加しない。 

なお、特重施設と同じ期限で追加設置される蓄電池（３系統目）（SA設備）

は重大事故等への対応に必要な容量を満たしており、非常用直流母線への

供給電源の一つとして整理することとし、EAL判断基準に追加する。 

GE：非常用直流母線からの電気の供給が停止した経過時間を EAL判断基準とし

ており追加の必要は無い。 

EAL42障壁の喪失 

AL,SE,GE：炉心の出口温度などのパラメータを踏まえた EAL判断基準となっているこ
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とから追加する必要は無い。 

また、フィルタベント装置の使用は、管理された運転操作であり、原子炉

格納容器の障壁の喪失には該当しないとし、フィルタベント装置の使用を

EAL判断基準に追加しない。 

EAL51原子炉制御室等に関する異常 

AL,SE,GE：原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境の悪化、または原子炉制

御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の

異常を表示する警報装置の機能喪失を EAL判断基準としている。特重施設

である緊急時制御室は、特重施設に係る操作及び監視機能を有するもので

あることから、EAL判断基準に追加しない。 

 

●方向性が一致したもの＜継続検討＞ 

EAL24原子炉冷却機能の異常(給水機能の喪失) 

AL,SE：蒸気発生器の水位のパラメータ及び蒸気発生器への給水機能を有するポン

プ数を EAL判断基準としている。特重施設は蒸気発生器への給水機能を有

していないことから、EAL判断基準に追加しない。 

なお、多様性拡張設備のうち、即応性のある蒸気発生器への給水機能は既

に EAL判断基準に含まれている。 

GE：炉心注水機能を有するポンプ数を EAL判断基準としている。特重施設によ

る代替の炉心注水機能により数時間程度、炉心冷却が可能である。ただし、

炉心の損傷を回避するほどの能力は有していない。これを EAL判断基準に

追加するか否か継続検討とした。（EAL24及び 29の主な議論参照） 

EAL29停止中の原子炉に関する異常 

AL,SE：原子炉の停止中に残留熱を除去する機能を有するポンプ数を EAL判断基準

としている。特重施設及び多様性拡張設備は残留熱を除去する機能を有し

ていないことから、EAL判断基準に追加しない。 

GE：炉心注水機能を有するポンプ数（重力注水を含む）を EAL判断基準として

いる。特重施設による代替の炉心注水機能により数時間程度、炉心冷却が

可能である。ただし、炉心の損傷を回避するほどの能力は有していない。

これを EAL 判断基準に追加するか否か継続検討とした。（EAL24 及び 29 の

主な議論参照） 

なお、多様性拡張設備として燃料取替用水貯蔵槽からの注水は既に EAL判

断基準に含まれている。 
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